
入居契約兼指定特定施設等利用契約

重要事項説明書



社会福祉法人　全電通近畿社会福祉事業団

あいハート離宮前

重 要 事 項 説 明 書

記入年月日 ２０２５年７月１日

記入者名 古崎　徹 所属・職名 あいハート離宮前・施設長

１．事業主体概要

(1)事業主体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

①事業主体の名称 法人等の種類 なし  あり 社会福祉法人

名称 (ふりがな)

しゃかいふくしほうじん 

ぜんでんつうきんきしゃかいふくしじぎょうだん

社会福祉法人　全電通近畿社会福祉事業団

②事業主体の主たる事務

所の所在地

〒５５３－００

０３

大阪府大阪市福島区福島３丁目１番７３号

③事業主体の連絡先 電話番号 ０６－６４５８－５７２３

ＦＡＸ番号 ０６－６４５８－９６７８
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ホームページア

ドレス

なし

あり : http://zendentu-kinki.jp

(2)事業主体の代表者の氏名及

び職名

氏名 橋本 寿樹

職名 理事長

(3)事業主体の設立年月日 １９７１年１月８日
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(4)事業主体が兵庫県内で実施する他の介護サービス

介護サービスの種類 事業所の名称 所在地

＜居宅サービス＞

訪問介護 あり なし

訪問入浴介護 あり なし

訪問看護 あり なし

訪問リハビリテーション あり なし

居宅療養管理指導 あり なし

通所介護（デイサービス） あり なし あいハート須磨
神戸市須磨区松風町４

丁目２－２６

通所リハビリテーション あり なし

短期入所生活介護（ショートステイ） あり なし
あいハート須磨 神戸市須磨区松風町４

丁目２－２６

短期入所療養介護 あり なし

特定施設入居者生活介護 あり なし

福祉用具貸与 あり なし

特定福祉用具販売 あり なし

＜地域密着型サービス＞
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定期巡回・随時訪問介護・看護 あり なし

夜間対応型訪問介護 あり なし

認知症対応型通所介護 あり なし

小規模多機能型居宅介護 あり なし

認知症対応型共同生活介護 あり なし

地域密着型特定施設入居者生活介護 あり なし

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 あり なし

複合型サービス あり なし

居宅介護支援

＜居宅介護予防サービス＞

介護予防訪問介護 あり なし

介護予防訪問入浴介護 あり なし

介護予防訪問看護 あり なし

介護予防訪問リハビリテーション あり なし

介護予防居宅療養管理指導 あり なし

介護予防通所介護（デイサービス） あり なし あいハート須磨
神戸市須磨区松風町４

丁目２－２６

介護予防通所リハビリテーション あり なし

介護予防短期入所生活介護（ショートステ

イ）
あり なし あいハート須磨

神戸市須磨区松風町４

丁目２－２６

介護予防短期入所療養介護 あり なし

介護予防特定施設入居者生活介護 あり なし

介護予防福祉用具貸与 あり なし
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特定介護予防福祉用具販売 あり なし

＜地域密着型介護予防サービス＞

介護予防認知症対応型通所介護 あり なし

介護予防小規模多機能型居宅介護 あり なし

介護予防認知症対応型共同生活介護 あり なし

介護予防支援

＜介護保険施設＞

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） あり なし あいハート須磨
神戸市須磨区松風町４

丁目２－２６

介護老人保健施設 あり なし

介護療養型医療施設 あり なし

※　兵庫県外で実施する介護サービスについては、別葉に記載すること。
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２．施設概要

(1)施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

①施設の名称 (ふりがな)あいはーとりきゅうまえ

あいハート離宮前

②施設の所在地 〒６５４－００６５

神戸市須磨区離宮前町２丁目５番３８号

③施設の連絡先 電話番号 078-731-2130

FAX番号 078-731-2101

ホームページ

アドレス

なし

あり : http://ai-heart-rikyumae.jp

(2)施設の開設年月日 平成２５年（２０１３年）５月１日

(3)施設の管理者の氏名

及び職名

氏名 古崎　徹

職名 施設長

(4)施設までの主な利用交通手段

山陽電鉄 月見山駅より徒歩約５分

(5)施設の類型及び表示事項 類型：介護付有料老人ホーム（一般型特定施設入居者生活介護）

居住の権利形態：利用権方式

利用料の支払い方式：一時金方式

入居時の要件：要支援・要介護

介護保険：神戸市指定介護保険特定施設（一般型特定施設）

介護居室区分：全室個室

一般型特定施設である有料老人ホームの介護に関わる職員体制　２．
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５：１

(6)介護保険事業所番号 ２８７０７０２５１７

(7)特定施設入居者生活介護の事業の開始年月日又は開始予定年月日、指定又は許可を受けた

年月日（指定又は許可の更新を受けた場合にはその年月日）

① 事業の開始年月日 平成２５年（２０１３年）５月１日

② 指定の年月日 平成２５年（２０１３年）５月１日

③ 指定の更新年月日 令和元年（２０１９年）５月１日
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３．従業者に関する事項

(1)職種別の従業者の人数及びその勤務形態

①有料老人ホームの人数及びその勤務形態 

実人数 常勤 非常勤
合計

常勤換

算人数専従 非専従 専従 非専従

施設長 １ 　 １ １

生活相談員 　　１ １ 　１

看護職員 　　２ １ ３ 　 ２ ．

４

介護職員 １７ 　 ５ ２２ １９．

３

機能訓練指導員 １ 　　２ １ ４ ３ ．

４

計画作成担当者 　　１ １ 　１

管理栄養士 １ １ １

調理員 １ ５ ６ ３．１

事務員 １ １ ２ １．６

その他従業者 １２ １２ ４．２

②１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 ４０時

間

※　常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤

の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤
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の従業者の人数に換算した人数をいう。

③従業者である介護職員が有している資格

延べ人数 常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従

社会福祉士 １

介護福祉士 １６ ３

実務者研修修了者

初任者研修修了者

訪問介護員１級

２級 ２

介護支援専門員 ３

④従業者である機能訓練指導員が有している資格

延べ人数 常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

看護師及び准看護師 １ ２ １

柔道整復士

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師

⑤夜勤を行う看護職員及び介護職員の人数

人数 夜勤帯平均人数

（２１時～７時）

最少時人数

（休憩者等を除く）
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看護職員 ０ ０

介護職員 ２ １
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⑥特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者の人数及びその勤務形態

実人数 常勤 非常勤
合計

常勤換

算人数専従 非専従 専従 非専従

生活相談員 　　１ １ １

看護職員 　　２ 1 ３ ２．４

介護職員 １７ 　 ５ ２２ １９．３

機能訓練指導員 １ 　　２ １ ４ ３．４

計画作成担当者 　　１ １ １

その他従業者   

⑦１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 ４０時間

※　常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の

従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業

者の人数に換算した人数をいう。

⑧従業者である介護職員が有している資格

延べ人数 常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従

社会福祉士 １

介護福祉士 １６ ３

実務者研修修了者 １

初任者研修修了者

訪問介護員１級

２級 ２
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介護支援専門員 ３

⑨従業者である機能訓練指導員が有している資格

延べ人数 常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

看護師及び准看護師 １ ２ １

柔道整復士

あん摩マッサージ指圧

師

⑩管理者の他の職務との兼務の有無　：　無

管理者が有している当

該業務に係る資格等

なし あり 資格等の名称

社会福祉主事、介護支援専門員

⑪特定施設入居者生活介護の利用者に対する看護職員及び介護職員の常

勤換算方法による人数の割合

２．５：１以

上

13



(2)従業者の当該介護サービスに係る業務に従事した経験年数等

看護職員 介護職員 生活相談員

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

前年度1年間の採用者数 ２

前年度1年間の退職者数 ２

業務に従事した経験年数

1年未満の者の人数

1年以上3年未満の者の人数

3年以上5年未満の者の人数 １

5年以上10年未満の者の人

数

１ ３ ３

10年以上の者の人数 ２ １ １３ ２ １

機能訓練指導員 計画作成担当者

常勤 非常勤 常勤 非常勤

前年度１年間の採用者数

前年度１年間の退職者数

業務に従事した経験年数

1年未満の者の人数

1年以上3年未満の者の人数 １

3年以上5年未満の者の人数

5年以上10年未満の者の人

数

２ １ １
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10年以上の者の人数

(3)従業者の健康診断の実施状況 なし あり
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４．サービスの内容

(1)施設の運営に関する方針

家庭的で地域に開かれた施設にするとともに、入居者の人権、プライバシー、主体性を大

切にし、当たり前の生活が営める環境づくりにつとめます。

(2)介護サービスの内容、介護報酬の加算、利用定員等

① 個別機能訓練加算（Ⅰ）（Ⅱ）の有無 なし あり

② 夜間看護体制加算（Ⅱ）の有無 なし あり

③ 協力医療機関連携加算の有無 なし あり

④ サービス提供体制強化加算の有無 なし あり

⑤ 退院・退所時連携加算の有無 なし あり

⑥ 退居時情報提供加算の有無 なし あり

⑦ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ）もしくは（Ⅱ）の有無 なし あり

⑧ 看取り介護加算（Ⅰ）の有無 なし あり

⑨ 介護職員処遇改善加算の有無 なし あり

⑩ 科学的介護推進体制加算の有無 なし あり

⑪ ADL維持等加算（Ⅰ）もしくは（Ⅱ）の有無 なし あり

⑫ 認知症専門ケア加算（Ⅰ）の有無 なし あり

⑬ 人員配置が手厚い介護サービスの実施の有無 なし あり

⑭ 利用者の個別的な選択による介護サービスの実施状況 なし あり

⑮ 協力医療機関の名称 ①野村海浜病院（神戸市須磨区須磨浦通２－１－４１）　ホームから約

１．１㎞

②吉川クリニック（神戸市須磨区行平町２－１－2）　ホームから約１．
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７㎞

③和高医院（神戸市須磨区須磨寺町１－１３－１）　ホームから約９００

ｍ

(協力の内容) 

① 協力医療機関

・診療科目：内科、外科、整形外科、泌尿器科、等

・協力科目・内容：健康診断、健康指導、緊急時の受け入れ、入院治療、他の医療

機関に入院する場合の紹介

② 嘱託医

・診療科目：外科、胃腸科、内科

・協力科目・内容：定期往診（週１回）、協力医療機関との連携、ケアに対する助

言

③ 嘱託医

　 ・診療科目：内科、循環器科、呼吸器科

　 ・協力科目：内容：定期往診（週１回）、協力医療機関との連携、ケアに対する助言

⑯ 協力歯科医療機関 なし あり 樫林歯科（明石市朝霧南町３丁目１３－１

２）

(協力の内容)

　訪問歯科診療

⑰ 要介護時における居室の住み替えに関する事項

(ｱ)要介護時に介護を行う場所

介護居室
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(イ)入居後に居室を住み替える場合

(ⅰ)一時介護室へ移る場合 なし あり

判断基準・手続について

(その内容)

追加的費用の有無 なし あり

居室利用権の取扱い

(その内容)

入居一時金償却の調整の有無 なし あり

従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり

従前居室との仕様の変更

便所の変更の有無 なし あり

浴室の変更の有無 なし あり

洗面所の変更の有無 なし あり

台所の有無 なし あり

その他の変更の有無 なし あり

(その内容)

(ⅱ)介護居室へ移る場合 なし あり

判断基準・手続について

(その内容)

追加的費用の有無 なし あり
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居室利用権の取扱い

(その内容)

入居一時金償却の調整の有無 なし あり

従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり

従前居室との仕様の変更

便所の変更の有無 なし あり

浴室の変更の有無 なし あり

洗面所の変更の有無 なし あり

台所の有無 なし あり

その他の変更の有無 なし あり

(その内容)
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(ⅲ)その他 なし あり

判断基準・手続について

(その内容)

追加的費用の有無 なし あり

居室利用権の取扱い

(その内容)

入居一時金償却の調整の有無 なし あり

従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり

従前居室との仕様の変更

便所の変更の有無 なし あり

浴室の変更の有無 なし あり

洗面所の変更の有無 なし あり

台所の有無 なし あり

その他の変更の有無 なし あり

(その内容)

⑱ 施設の入居に関する要件

自立している者を対象 なし あり

要支援の者を対象 なし あり

要介護の者を対象 なし あり

留意事項 ・満６５歳以上の方

・常時医療機関で治療をする必要のない方

・伝染性疾患のない方
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・自傷や他害の恐れのない方

・介護居室は要支援・要介護認定を受けている方

以上のすべてに該当する方

　契約の解除の内㉑

容

【入居契約者による解約】

３０日前までに、契約解約届を提出することにより、契約を解

約すること

ができます。

【事業者による解除】

以下の場合、９０日以上の予告期間をおいて、契約を解除する

ことがあります。

① 提出書類等に虚偽の内容を記載したり、その他不正な方法に

より入居したとき。

② 事業者に支払うべき費用の支払いをしばしば遅延したとき。

③ 入居者の行動が他の入居者又は従業員の生命に危険を及ぼ

し、

又は、その危害の切迫した恐れがあり、かつ有料老人ホーム

における通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止するこ

とができないとき等。

④ 利用者又は家族等から職員に対して暴力や暴言、誹謗中傷、

不合理な要求、合理的範囲を超える時間的拘束等の行為（カ

スタマーハラスメント)があったとき。（その他は入居契約

書参照）。

　体験入居の内容㉒ 費用　１泊２日　５,５００円（税込）

費用には、食費が含まれています。
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６泊７日を限度とさせていただきます。

　入居定員㉓ ４５名（介護居室４０名　一般居室５名）

　その他㉔
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(3)入居者の状況

①入居者の人数（報告に関する計画の基準日の前月末日）

要介護

１

要介護

２

要介護

３

要介護4 要介護５ 合計

６５歳末満

６５歳以上７５歳未

満

１ １

７５歳以上８５歳末

満

１
２

１ ４

８５歳以上 １０ １０ ３ ６ ５ ３４

自立 要支援

１

要支援

２

経過的要介護 合計

６５歳未満

６５歳以上７５歳未

満

７５歳以上８５歳末

満

１ １

８５歳以上 ２ １ ３

②入居者の平均年齢 ９０．４歳

⑤ 入居者の男女別人

数

男性 ８ 女性 ３５

⑥ 入居率（一時的に不在となっている者を含む｡） ９５．６％
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⑤前年度に退居した者の人数

要介護

１

要介護

２

要介護

３

要介護４ 要介護５ 合計

自宅等 １ １

社会福祉施設

医療機関 １ １ ２

死亡者 １ ２ ２ ２ ５ １２

その他

自立 要支援

１

要支援

２

経過的要介護 合計

自宅等

社会福祉施設

医療機関 １ １

死亡者 １ ２ ３

その他

⑥入居者の入居期間

入居期間 6ケ月未満
6ケ月以上

１年末満

１年以上

５年末満

５年以上

10年未満

10年以上

15年末満
15年以上

入居者数 ４ ６ ２０ ８ ５ 該当なし
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(4)施設、設備等の状況

①建物の構造 建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物 なし あり

建築基準法第２条第９号の３に規定する準耐火建築

物

なし あり

②居室の状況 区分 室数 人数 １の居室の床面

積

一般居室個室 あり なし ５室 20.10㎡

一般居室相部屋 あり なし ㎡

㎡

介護居室個室 あり なし ４０室 18.00㎡

介護居室相部屋 あり なし ㎡

一時介護室 あり なし ㎡

㎡

㎡

③共用便所の設置

数

９ うち男女別の対応が可能な数 ２

うち車椅子等の対応が可能な数 ７

⑦ 個室の便所

の設置数

４０ 個室における便所の設置割合 １００％

うち車椅子等の対応が可能な数 ４５

⑤浴室の設備状況 浴室の数 個浴 大浴槽 特殊浴槽 リフト浴

４ １ １ 

その他、浴室の設備に関する事項

⑥食堂の設備状況 各ユニットにダイニングを設置。
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入居者等が調理を行う設備状況 なし あり

⑦その他、共用施設の設備状況

ナシ あり

(その内容)

ラウンジ、テラス、地域交流スペース、ボランティア室、医務室、応

接室、

洗濯室、乾燥室、理容・美容室、外来者宿泊室、

⑧バリアフリーの対応状況

(その内容)　全居室内のトイレ、廊下、共用施設に手すり設置。車いすで移動可能。

⑨緊急通報装置の設置状況 なし 一部あり 各居室内にあり

⑩外線電話回線の設置状況 なし 一部あり 各居室内にあり

⑪テレビ回線の設置状況 なし 一部あり 各居室内にあり

⑫施設の敷地に関する事項

敷地の面積 １５３２．４７㎡

事業所を運営する法人が所有 なし 一部あり あり

抵当権の設定 なし あり

貸借（借地）

なし あり
契約期間 始 終

契約の自動更新 なし あり

⑬施設の建物に関する事項

建物の構造 鉄筋コンクリート造・６階建

建物の延床面積 ２６１４．９２㎡

事業所を運営する法人が所有 なし 一部あり あり

抵当権の設定 なし あり
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貸借（借家）

なし あり 契約期間 始 終

契約の自動更新 なし あり
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(5)利用者からの苦情に対応する窓口等の状況

① 事業主体や施設に設置している利用者からの苦情に対応する窓口

窓口の名称 あいハート離宮前

電話番号 ０７８－７３１－２１３０

対応している時

間

平日 ９：００～１７：３０

土曜 －

日曜・祝日 －

定休日等 土日・祝祭日・年末年始（１２月２９日から１月３日）

② 上記以外の利用者からの苦情に対応する主な窓口等

窓口の名称 ① 神戸市消費生活センター

② 兵庫県国民健康保険団体連合会

③ 公益社団法人全国有料老人ホーム協会

④ 神戸市福祉局監査指導部

⑤ 虐待通報専用ダイヤル

電話番号 ① 078-371-1221

② 078-332-5617

③ 03-3548-1077

④ 078-322-6242

⑤ 078-322-6774

対応している時

間等

平日 ① 9：00～17：00

② 8：45～17：15

③ 毎週　月・水・金曜日の 10：00～17：00（年末年

28



始除く）

④ 8：45～12：00　13：00～17：30

⑤ 8：45～12：00、13：00～17：30

土曜 -

日曜・祝日 -

定休日等 土日・祝祭日・年末年始等

(6)サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応

①損害賠償責任保険の加入状況

なし あり
(その内容)

　総合賠償責任保険 

②その他、介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関すること

なし あり
(その内容)

(7)サービスの提供内容に関する特色等

(その内容)

自立ケアや生活リハビリを基本とした介護サービスにより、ご入居者様の能力に応じて可能

な限り自立した日常生活を営むことができるように支援をします。

ご入居者様やご家族の意向に基づき、ターミナルケアの対応も行います。

(8)利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等

①利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況

なし あり 実施した年月日 平成２９年４月３０日他

当該結果の開示状況 なし あり

②第三者による評価の実施状況

なし あり 実施した年月日
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実施した評価機関の名称

当該結果の開示状況 なし あり
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５．利用料金

利用料の支払い方法 一時金方式 月払い方式 選択方式

敷金 ０円（家賃の　　ヶ月分）

一時金方式

　

一時金及び月単位で支払う利用料

年齢に応じた金額設定 なし あり

要介護状態に応じた金額設定 なし あり

料金プラン

プラン名

（ 入 居 時 年

齢）

一時金

月額 （内訳）

計
家賃

相当額
管理費

厨房

維持費
食材料費

リネン

レンタル費

光熱

費

年齢別プラン

（90歳以上）
480万円 167,730円 60,000円 40,000円 37,975円 34,890円 3,000円 実費

年齢別プラン

（85～89歳）
600万円 167,730円 60,000円 40,000円 37,975円 34,890円 3,000円 実費

年齢別プラン

（80～84歳）
720万円 167,730円 60,000円 40,000円 37,975円 34,890円 3,000円 実費

年齢別プラン

（75～79歳）
840万円 167,730円 60,000円 40,000円 37,975円 34,890円 3,000円 実費

年齢別プラン

（75歳未満）
1,080万円 167,730円 60,000円 40,000円 37,975円 34,890円 3,000円 実費

入居一時金

０円プラン
0円 267,730円 160,000円 40,000円 37,975円 34,890円 3,000円 実費
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※介護保険サービスの自己負担額は含まない。

（注）厨房維持費、食材料費の計算に際して、消費税軽減税率の適用を受けるのは朝食、昼食、

夕食であり、昼間食は軽減税率の対象外といたします。

算

定

根

拠

家賃相当額
入居一時金の一部を月額で受領するもので、算定根拠は入居一時金に準ず

る。

厨房維持費 厨房職員の人件費と厨房機器の維持管理費

食材料費 食材費に基づく費用

光熱水費 実費負担

管理費
居室・共用施設の維持管理費・水道光熱費、事務管理部門の人件費・事務費

※実費で提供するサービスは、介護サービス等の一覧表参照。

一時金

・土地購入費用、建設費、借入利息等を基礎とし、平均余命等を勘案した想

定居住期間の家賃相当額、及び想定居住期間を超えて入居契約が継続する場

合に備えて受領する費用。

・入居一時金は目的施設（居室及び共用施設）を終身にわたって利用するた

めの家賃相当額に充当します。

・入居一時金は老人福祉法第２９条第６項において受領が禁止されている権

利金又は対価性のない金品の受領に該当しません。

一時金の償却に関する事項

　

償却開始日の設定 入居日 入居日の翌日

初期償却率（％）２０％

想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額 入居一時金ごとに異なる

権利金等（※）の額 ０円

（※）平成 24 年 3 月 31 日までに老人福祉法第 29条第 1 項の規定により届出がされた施設に限

る。
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償却年月数

（想定居住期間）

年齢別プラン（90歳以上）：４８月

年齢別プラン（85～89歳）：６０月

年齢別プラン（80～84歳）：７２月

年齢別プラン（75～79歳）：８４月

年齢別プラン（75歳未満）：１０８月

契約終了時返還金の算定方法及び返還金の例

・想定居住期間を超えて入居契約が継続する場合に備えて受領する家賃相当額として合理的に算

出された額を入居一時金の非返還対象分（入居一時金に占める割合は２０％）とします。この額

は、入居契約書第４４条に定める入居後９０日以内の短期解約特例による場合を除き、入居者に

返還されません。

・想定居住期間内に契約終了した場合、以下の算定式に基づく額を返還します。

返還金＝入居一時金×想定居住期間償却率（８０％）÷（入居日の翌日から償却期間満了日までの

実日数）×（契約終了日から償却期間満了日までの実日数）

※その他、月払い利用料については日割精算を行う。）

保全措置の実施状況 なし あり

（保全先）

全国有料老人ホーム協会（入居者生活保証制度）

三月以内の契約終了による返還金について

三月の起算日 入居日 その他（入居日の翌日）

契約終了日までの利用期間に係る利用料及び原状回復のための費用の算定方法

入居日の翌日から三月以内の契約解除の場合又は死亡による契約終了の場合は、受領済の一時金を

全額返金する。ただし、利用期間に係る利用料を下記算定方法に基づき受領します。

　・算定方法
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　　一時金×想定居住期間償却率（８０％）÷想定居住期間の月数÷３０×（入居日から終了日までの

実日数

　・｢想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する費用｣は、全額返金します。

　　※月払い利用料については、日割精算を行う。

　　※必要な原状回復費用があれば受領します。

一時金の支払方法

月払い方式

月単位で支払う利用料

年齢に応じた金額設定

要介護状態に応じた金額設定

料金プラン

プラン名称 月額 （内訳）

計 家賃相当額 介護費用 食費 高熱水費 管理費

※介護保険サービスの自己負担額は含まない。

算

定

根

拠

家賃相当額

介護費用 ※介護保険サービスの自己負担額は含まない。

食費
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光熱水費

管理費

一時金方式・月払い方式共通

介護保険サービスの自己負担額

内容 ※要介護度と介護保険利用者負担割合に応じて介護費用の１～３割を徴収する。

人員配置が手厚い場合の介護サービス（再掲） なし あり

内容

利用料 　　　　　　　　　　円（　月額　・　日額　）

算定

根拠

支 払 い

方法

月単位（日割り計算の有無　　あり　・　なし　）

利用者の個別的な選択による生活支援サービス利用料

個別的な選択による生活支援サービス なし あり

算定

根拠
人件費等を勘案したサービスごとの価格設定（介護サービス等の一覧表を参照）

その他のサービス利用料

電話代：自己負担

インターネットプロバイダ契約料：自己負担

日本放送協会（ＮＨＫ）放送受信料：自己負担

（ＮＨＫ受信料窓口 ： h  ttps://www.nhk-cs.jp/jushinryo/   ）
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料金改定の手続

ホームが所在する自治体の消費者物価指数や職員の人件費等を勘案し、運営懇談会の意見を聴い

て、家賃相当額以外の月額利用料を改定することがある。

６．その他

有料老人ホーム設置時の老人福祉法第２９条第１項に規定する届

出
あり なし

有料老人ホーム設置運営指導指針の不適合事項

なし

あり （その内容）

添付書類：「介護サービス等の一覧表」
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ご署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

説明年月日　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

説明者署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の署名を求める。
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